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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料測定位置に置かれた試料上に向けられたビームの回折により前記試料を分析するた
めのシステムで使用されるＸ線ビーム、シンクロトロン放射ビームおよび中性子ビームの
いずれかのビームの位置を、検出するための光学装置であって、
　前記試料測定位置に向けられたビデオ顕微鏡と、
　前記試料の位置となる前記試料測定位置に位置することができる前記ビームの検出のた
めのシンチレータと、を含み、
　前記シンチレータは、電動式変位テーブルに固定されていて、
　前記ビデオ顕微鏡は、前記試料測定位置における前記試料の視認方向が前記いずれかの
ビームと同軸となるように前記試料測定位置に向けられていて、
　前記ビデオ顕微鏡は、前記いずれかのビームに対して９０°の配向で鏡に向けられてお
り、該鏡が前記いずれかのビームに対して４５°に配向されており、かつ、前記鏡に設け
られた穴を通過する前記ビームは、前記鏡の反射面の反対側の面から前記穴に入射し、前
記穴を通過した後に前記シンチレータに衝突する光学装置。
【請求項２】
　試料測定位置に置かれた試料上に向けられたビームの回折により前記試料を分析するた
めのシステムで使用されるＸ線ビーム、シンクロトロン放射ビームおよび中性子ビームの
いずれかのビームの位置を、検出するための光学装置であって、
　前記試料測定位置に向けられたビデオ顕微鏡と、
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　前記試料の位置となる前記試料測定位置に位置することができる前記ビームの検出のた
めのシンチレータと、を含み、
　前記シンチレータは、電動式変位テーブルに固定されていて、
　前記ビデオ顕微鏡は、前記試料測定位置における前記試料の視認方向が前記いずれかの
ビームと同軸となるように前記試料測定位置に向けられていて、
　前記ビデオ顕微鏡のカメラ部分は、前記いずれかのビームに対して９０°の配向で鏡に
向けられており、該鏡が前記いずれかのビームに対して４５°に配向されており、かつ、
前記鏡に設けられた穴を通過する前記ビームは、前記鏡の反射面の反対側の面から前記穴
に入射し、前記穴を通過した後に前記シンチレータに衝突し、
　前記ビデオ顕微鏡の対物レンズは穴を備え、前記いずれかのビームは前記穴を通過して
前記試料に到達する光学装置。
【請求項３】
　試料測定位置に置かれた試料を分析するためのＸ線ビーム、シンクロトロン放射ビーム
および中性子ビームのいずれかのビームの回折により試料を分析するためのシステムにお
けるビームの位置および試料の位置を検出するための方法であって、
　シンチレータを、前記試料測定位置において前記いずれかのビームを検出するに適した
位置とし、前記いずれかのビームを発生して前記シンチレータに衝突させ、ビデオ顕微鏡
を、前記試料の視認方向が前記いずれかのビームと同軸となるように、前記試料測定位置
に向けるステップと、
　前記シンチレータを、前記試料測定位置から退去するステップと、そして
　前記試料測定位置に前記試料を配置するステップと、を含み、
　前記ビデオ顕微鏡の視野は、前記いずれかのビームに対して９０°の配向で鏡に向けら
れており、前記鏡が前記いずれかのビームに対して４５°に配向されており、かつ、前記
鏡に設けられた穴を通過する前記ビームは、前記鏡の反射面の反対側の面から前記穴に入
射し、前記穴を通過した後に前記シンチレータに衝突する方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　　（技術分野）
　本発明は、特にＸ線回折実験またはシンクロトロン放射回折実験用の回折計の試料精密
回転装置に関する。
【０００２】
　　（従来技術）
　Ｘ線の回折は長年知られた方法であり、凝縮材料の構造を調べるために世界中で利用さ
れている。その際被験試料は、その波長分布、寸法、コヒーレンス特性等に関して予め定
義されたＸ線ビーム内に導入され、試料によって回折されたＸ線放射の強度分布がＸ線検
出器を用いて調べられる。こうして例えば、正確に決定することのできる配向で入射Ｘ線
に対して相対的に、やはり正確に決定することのできる出射方向に固体によって弾性回折
されるブラッグ信号の位置と強度を測定することによって、固体の静的結晶構造は説明す
ることができる。
【０００３】
　Ｘ線装置で、または好ましくは、特別高エネルギのＸ線を供給することのできる最新シ
ンクロトロン放射線源で、このような回折実験を実施するために、試料は一般に、回折計
に固着される試料ホルダによって保持されている。このような回折計は一般に複数の線形
変位・試料回転装置を含み、これらの装置は電動駆動することができ、例えばブラッグ信
号を探すとき、測定操作中安全上の理由から実験者にとって一般に接近可能でない測定室
内で試料の調節とビーム内での試料の回転とを可能とする。測定を実施するには、試料が
ビーム内で回転軸の回転軸線に対して極力厳密に中心に配置されていることが重要である
。というのも、さもないと回転軸の回転時にビーム内で試料の付加的変位が起こることが
あるからである。生物学的試料はしばしば１μｍオーダの寸法でのみ調製することができ
、それを調べるには伝搬方向を横切って相応に小さな寸法を有するＸ線またはシンクロト
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ロン放射ビームが利用されるのであり、まさにこのような生物学的試料ではこのような心
出しが重要である。というのも、さもないと試料は回転軸の回転中にビームから外に回転
進出することがあるからである。
【０００４】
　この理由から、回折計を組立てるとき、しばしばＸＹテーブルと称される付加的変位装
置を試料回転装置上に固着することが一般に知られており、前記変位装置は、一般に電動
式の互いに直交して変位することのできる２つの線形変位ユニットで構成される。これら
２つの線形変位ユニットを一般に反復調節することによって、試料は回転軸線の実質中心
に位置決めすることができる。
【０００５】
　しかしこのように構成された試料回転装置は、１μｍオーダの代表的寸法を有する前記
生物学的試料を試験する場合欠点を有する。例えば、このような線形変位ユニットを駆動
する電動機がケーブルを備えており、これらのケーブルは試料の各回転時または変位時に
回転軸の試料側末端に引張応力を加える。そのことから、軸が試料側末端で曲がり、また
は一定の遊びを有する軸全体が変位し、試料が回転軸線および／またはビームから外れて
しまうことがある。さらに、線形変位ユニットに付属した、試料回転装置と一緒に回転す
る電動機ケーブルは、試料回転装置の自由な回転性を妨げ、試料の回転時に試料回転装置
にケーブルが巻付くと間違って引きちぎれることさえある。ケーブルを避けるためにＸＹ
テーブルの変位ユニットの電動機駆動を省き、それに代えて前記変位ユニットを手動で調
節すると、特にシンクロトロンビーム現場では、測定室への入室および退室時の安全規定
のゆえに試料調節に必要な時間が著しく増加する。さらに、手動で調節可能な変位ユニッ
トでも、特に回転軸が水平に取付けられている場合変位ユニットの重量が回転軸にかかる
という問題が現れ、そのことからやはり回転軸の前記撓みまたは変位を生じることがある
。
【０００６】
　そこで本発明の目的は、このような回折計においてビーム内で試料を測定操作の間持続
的に簡単迅速に位置決めすることを可能とする試料回転装置を提案することである。
【０００７】
　　（発明の開示）
　本発明によればこの目的は、特にＸ線回折実験またはシンクロトロン放射回折実験用の
回折計の試料精密回転装置であって、
－電動式回転軸の一端で保持され、回転軸の回転軸線に直交する平面で変位することので
きる心出し要素と、
－この心出し要素に固着されまたはそれと一体にされ、Ｘ線またはシンクロトロン放射ビ
ーム内で回転軸線の実質中心で試料を保持するための試料ホルダと、
－心出し要素の領域内に配置され、マイクロメータフィンガ駆動装置によって回転軸の回
転軸線に直交して位置決めすることのできる少なくとも１つのマイクロメータフィンガと
を含む試料精密回転装置によって達成される。
【０００８】
　回転軸線の実質中心に試料を位置決めするために、試料を保持する試料ホルダが固着さ
れまたはそれと一体にされた心出し要素は、電動式回転軸のこの目的のために備えられた
末端に取付けられている。その際、試料は一般に回転軸の回転軸線に対してまだ中心に配
置されるのではない。そのことは、試料またはその中心が回転軸の回転時に固定位置に留
まっていないことから認めることができる。むしろ試料は回転軸の３６０°回転時に円軌
道を描くことになる。この円軌道の中心が回転軸の回転軸線となる。マイクロメータフィ
ンガを用いて心出し要素はいまや、事前に観測された円軌道の中心に試料が位置し、従っ
て回転軸線の中心に位置するまで、回転軸に対して変位させることができる。
【０００９】
　実際にはこのため例えば以下の如くに処理される：心出し要素を回転軸に取付け後、回
転軸が３６０°回され、その際に試料の描く円軌道の半径ｒが測定される。次に回転軸は
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、円軌道の中心に対する試料の配向が心出し要素に対するマイクロメータフィンガの配向
に一致することになる回転位置に回される。例えば、実験室系内でマイクロメータフィン
ガが心出し要素の上に配置されていると、回転軸は、試料が円軌道の中心上に配置される
ことになる位置に回される。マイクロメータフィンガは次に、前記例において下向きに、
試料が円の中心に、従って回転軸線の中心に配置されるまで変位される。試料のこのよう
な位置決め後、マイクロメータフィンガは回転軸の自由回転を妨げないようにするために
、場合によってはその駆動装置によって再び引き戻すことができる。従来の回折計とは異
なり、本発明による試料精密回転装置では、一般に電動式の重い変位装置が回転軸に取付
けられているのではなく、そうする代わりに心出し要素が取付けられているだけであり、
この心出し要素は実質的に円板として構成しておくことができ、また回転軸の外側に配置
されるマイクロメータフィンガによって変位させることができるので、回転軸が引張応力
を受けておらず、また実質的に重量負荷を受けておらず、試料は持続的にマイクロメータ
の精度で回転軸線の中心に位置決めすることができる。
【００１０】
　当初引き込まれて回転軸線に直交して位置決めすることのできるマイクロメータフィン
ガを用いて回転軸に対して心出し要素を変位させる当初、このマイクロメータフィンガを
心出し要素上に極力穏やかに載置することを可能にするため、マイクロメータフィンガと
心出し要素との間の瞬時内法距離、場合によってはゼロ距離、を検出するための装置を設
けておくことができる。マイクロメータフィンガ駆動装置の速度は、検出装置によって検
出されるマイクロメータフィンガと心出し要素との間の瞬時内法距離に応じて制御するこ
とができる。この制御は、望ましくは、内法距離の減少に伴ってマイクロメータフィンガ
駆動装置の速度が低下するように行われる。
【００１１】
　簡単に実施することのできる１実施形態では、検出装置が、マイクロメータフィンガの
心出し要素に向き合う末端に配置される容量センサを含む。このような容量センサは測定
学において知られており、電気容量を形成する２つの構成要素間の距離を一般に１μｍ以
下の分解能で測定することを可能にする。このようにして検出された内法距離に応じて、
ゼロ距離に達するまで、すなわちマイクロメータフィンガと心出し要素が接触するまで、
マイクロメータフィンガ駆動装置の速度を連続的に低下させることができ、または、マイ
クロメータフィンガ駆動装置は、例えば１０μｍオーダの安全距離に達するまで高い第１
速度でマイクロメータフィンガを心出し要素に向けて動かし、距離がこの安全距離を下ま
わると、ゼロ距離に達するまで第２の一層低い速度に切り換えられる。
【００１２】
　マイクロメータフィンガによって心出し要素を回転軸の回転軸線に直交する平面で変位
させることができるようにするために、本発明では好ましくは、心出し要素が回転軸で磁
気保持されている。このために心出し要素と回転軸との間に必要となる磁力は、単数また
は複数の永久磁石を回転軸の末端または心出し要素に挿入し、それぞれ他方の部品を強磁
性体、例えば鉄、から作製することによって、簡単にもたらすことができる。基本的に、
磁力を発生するのに電磁石を使用することも当然に可能である。
【００１３】
　回折実験を最初に調節して引き続き実施するとき、軸の回転を極力良好に監視しえるよ
うにするために、本発明による試料精密回転装置では、回転軸の回転位置、場合によって
は回転軸を駆動する電動機の回転位置、を測定するためのエンコーダをそれが含むように
することができる。回転軸または電動機の回転位置を検出するためにこのようなエンコー
ダを回折計で使用することは公知であり、それらの回転位置を１／1000度までの分解能で
測定することを可能にすることができる。
【００１４】
　マイクロメータフィンガ駆動装置に関してはさまざまな構成が可能であり、本発明によ
る試料精密回転装置の簡単な実施形態では、マイクロメータフィンガ駆動装置が電気駆動
式線形変位ユニットを含む。この実施形態は、マイクロメータフィンガ駆動装置に付属し
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た線形変位ユニットが一般に既存の回折計制御装置内に容易に一体化することができると
いう利点を有する。というのも、このような線形変位ユニットは大抵の場合元々設けられ
ているからである。
【００１５】
　しかし選択的に、マイクロメータフィンガ駆動装置が圧電性結晶を含むことも可能であ
る。外部電圧によって制御された圧電性結晶の膨張または収縮はマイクロメ－タフィンガ
のごく正確な位置決めを可能とし、このために、摩耗し易い機械部品を実質的に必要とし
ない。
【００１６】
　しかし選択的に、マイクロメータフィンガ駆動装置が磁界の内部に通電コイルを含むこ
とも可能である。加えて、例えば拡声器の方から知られているこの種の省スペース構造は
、摩耗し易い部品を利用することなくマイクロメータフィンガの正確な位置決めを可能に
する。
【００１７】
　回転軸線に直交して位置決めすることのできるマイクロメータフィンガによって心出し
要素を変位させることが本発明では予定されているが、心出し要素がマイクロメータフィ
ンガの移動方向に対して厳密に中心に配置されてはいないことがある。その場合、マイク
ロメータフィンガによって引き起こされる心出し要素の変位は本来希望する並進運動、す
なわち直線的変位の他に、回転も有する。従って、この変位後にも試料が回転軸線の正確
に中心に配置されていないことが起こり得る。そのことは、この調節ステップに続いて一
般に実施される回転軸のモニタリング回転時に確認することができる。というのも、その
場合試料がやはり円軌道上を移動するが、ただしこの円軌道の半径はこの調節ステップ前
に観測された円軌道の半径よりも一般にかなり小さいからである。前記望ましくない試料
回転の発生を殆ど防止し、またこうして試料を回転軸線の中心に位置決めするのに必要な
調節ステップ数を減らすために、本発明による試料精密回転装置の１展開では、回転軸に
実質直交して延びる案内ディスク、好ましくは円形案内ディスクが、心出し要素と回転軸
の末端との間に設けられており、回転軸の末端と案内ディスクと心出し要素は、心出し要
素が第１方向でのみ案内ディスクに対して相対的に変位することができ、また案内ディス
クが第１方向に直交する第２方向でのみ回転軸に対して相対的に変位することができるよ
うに案内手段を有する。この場合、まだ調節されていない試料の第１連続軌道から導き出
された所要の心出し要素の変位は互いに直交する２つの変位に分解することができ、これ
らの変位は回転軸の２つの回転位置が相互に９０°ずれている場合に実施され、その場合
、一方の変位、例えば第１変位のときには心出し要素のみが案内ディスクに対して相対的
に変位され、他方の変位、例えば第２変位のときには案内ディスクとそれに配置される心
出し要素のみが回転軸に対して相対的に変位されることが案内手段によって確保される。
【００１８】
　この実施形態の具体的実現は、回転軸側と心出し要素側とで案内ディスクの実質中心に
固着されるピンと、回転軸の末端と心出し要素の案内ディスク側領域内とに、ピンを受容
するための溝とを含み、案内手段を取付けると溝が互いに直交しかつ回転軸に直交して延
びていることによって行うことができる。この種の構成は簡単に製造できる利点を提供す
る。この実施形態では、磁気保持に必要な永久磁石を案内ディスク内に設けることも勿論
可能である。
【００１９】
　上に述べたように、試料ホルダは心出し要素と一体に形成しておくことができる。利用
可能な測定時間が大抵はごく短いので試料交換時にそれまで使用された試料ホルダに新し
い試料を装着することによってシンクロトロン放射源で貴重な"ビーム時間"が失われては
ならず、そうする代わりに一般に事前に試料を装着した試料ホルダが回折計に迅速に載置
されねばならないので、測定時間およびコスト上の理由から、心出し要素を備えた試料ホ
ルダが着脱可能に固着されていると有利である。このことは、心出し要素に結合されたポ
ンプ装置によって発生される負圧によって心出し要素で試料ホルダが保持されていること
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によって引き起こすことができる。試料を装着した試料ホルダの回折計へのこのような“
吸引"は、または試料ホルダヘの試料吸引も、回折実験のための数多くの測定現場の方か
ら知られており、迅速な試料交換を可能にする。
【００２０】
　試料調節をさらに簡単にするために、本発明による試料精密回転装置では、試料精密回
転装置がさらに、ビーム位置と試料位置とを検出するための光学装置を含み、この光学装
置が、試料位置に選択的に設置することのできるシンチレータと、試料位置に向けられた
ビデオ顕微鏡とを含むようにすることができる。その際、試料がまだ装着されていないか
または回折計によって運び去られていないときに試料位置に設置されたシンチレータが、
ビームの衝突点でＸ線またはシンクロトロン放射ビームの作用時に閃光を放出することに
よって、ビーム位置は検出することができる。これらの閃光は、試料位置に向けられたビ
デオ顕微鏡で観測することができ、例えばビデオ顕微鏡に接続されたモニタ画面の座標系
内でビーム位置の定位を可能にする。次にシンチレータが試料位置から取り除かれ、試料
は装着され、または回折計を用いて再び試料位置へと変位される。ビデオ顕微鏡は次に、
回転軸の回転時に未調節試料の描く円軌道をモニタ画面上で拡大して観測することを可能
とすることによって、回転軸線に関して試料の上記心出しを容易とする。この調節後、ビ
デオ顕微鏡はさらにビーム内で調節済み試料の迅速な位置決めを可能とする。というのも
ビデオ顕微鏡は、その座標系にビーム位置が最初に書き込まれたモニタ画面上で試料を絶
えず表示することができるからである。
【００２１】
　調節済み試料のビーム内へのこの導入は、回転軸とこれに結合された構成要素が、回折
計テーブルまたは電動式傾動装置に固着されていることによって行うことができる。多数
の線形変位・回転装置を有することができるこのような回折計テーブルと、一般に少なく
とも３つの伸縮可能な伸縮脚が設けられているこのような電動式傾動装置はそれ自体公知
であり、ここでは詳しくは説明しない。
【００２２】
　本発明の有利な１展開では、シンチレータが電動式変位テーブルに固着されている。こ
うしてシンチレータはビーム内に移動させまたはビーム外に移動させることができ、その
ために測定室に踏み込む必要がなく、またそれ相応の測定時間が失われることもない。
【００２３】
　本発明の有利な１展開では、シンチレータが光導波路によってホトダイオードに接続さ
れている。このような構成は、ビデオ顕微鏡で観測される閃光を発生するのにシンチレー
タが使用されるだけでなく、同時に、それによって発生される光量と入射ビームの強度と
の間の関係を利用し、こうしてビームの強度を測定するのにそれを使用することも可能に
する。
【００２４】
　試料位置の観測を可能とする位置にビデオ顕微鏡を試料位置に向けて設置することが基
本的に可能である。しかし本発明の有利な１実施形態では、ビデオ顕微鏡がビームと同軸
で試料位置に向けられている。ビームと同軸で行われるこの試料観測は、この幾何学内で
視差が現れないので、ビーム内で試料の特別支障のない迅速な位置決めを可能にする。な
お指摘しておくなら、調節時にビームと同軸で試料を観測する場合、試料が通過する円軌
道全体ではなく、実質的にビデオ顕微鏡の対物レンズ平面へのその投影だけを見ることが
できる。従って、円軌道の代わりにビームと同軸で“側方から”観測する場合、未調節試
料の上下動だけが見られる。その際、試料の２つの“極端な位置”の間の距離の半分とし
て円軌道の半径を測定することは問題なく可能である。
【００２５】
　ビデオ顕微鏡のこのような設置は、ビデオ顕微鏡が前進方向でビームの延長上に配置さ
れていることによって簡単に行うことができる。その際、ビデオ顕微鏡は調節のために、
測定用に使用されるＸ線検出器の領域内に配置される。
【００２６】
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　ビデオ顕微鏡が測定中も動作し続けることのできる本発明の有利な選択的実施形態では
、ビデオ顕微鏡がビームに対して９０°の配向で鏡に向けられており、この鏡がビームに
対して４５°に配向されており、かつ鏡に設けられた穴にビームを通過させる。この実施
形態がもたらす利点として、鏡は例えば試料交換時に場合によっては迅速に取り外し、そ
の後再び組込むことができ、そのことから本発明による試料精密回転装置での試料交換お
よびその他の作業が容易となる。
【００２７】
　しかし選択的に、ビデオ顕微鏡の対物レンズが同軸穴を備えており、試料に到達する前
にビームがこの穴を通ることも可能である。この構成はビデオ顕微鏡の対物レンズを試料
のごく近傍に配置することを可能とする。これは、検出困難な特別小さい試料の場合に有
利である。
【００２８】
　ビデオ顕微鏡によって記録される画像が自動ビーム定位と試料調節のためにコンピュー
タに供給されるとき、本発明による試料精密回転装置を用いた作業をさらに軽減すること
が可能である。この場合例えば、ビデオ顕微鏡によって記録される画像を、回折計の動作
を制御する回折計制御プログラムと同じコンピュータモニタ画面上に表示することが可能
である。適切にプログラミングした場合、ビームの定位、このために必要なビーム内への
およびビーム外へのシンチレータの移動、回転軸線の中心への試料の調節、および／また
は調節済み試料のビーム内への移動を自動化することさえ可能である。こうして、これま
では大抵の場合面倒で時間を要していた調節は簡素化し促進することができる。
【００２９】
　本発明による試料回転装置の１展開では、試料回転装置が、ビームストップ、ビーム管
等をビーム内に導入するための他の電動式変位テーブルを含むようにすることができる。
調節中にビームから検出器を保護するために例えば鉛円板の態様のこのようなビームスト
ップを使用し、また空気散乱によって引き起こされる背景信号を限定するために例えば長
手方向末端の開口したモリブデン小管の態様のビーム管を使用することは、Ｘ線回折実験
やシンクロトロン放射回折実験においてそれ自体公知である。
【００３０】
　本発明による試料回転装置において望ましくは、試料回転装置がさらに、試料囲繞体、
例えば冷却装置、加熱装置または磁化装置、を装着するための手段を含む。最も単純な場
合、試料囲繞体を取付けるためのこのような手段は、例えば、回折計用の従来の線形変位
・回転装置の方から知られているようなねじ穴の規則的配置からなる。
【００３１】
　回転軸線の中心で前記試料調節を補足して、ビームに対するこの回転軸線の相対的安定
性も確保されている場合、本発明による試料回転装置は当然に、ビームに対して試料の持
続的に安定した位置を一層良好に保証することができる。これは、回転軸の極力安定した
支承を必要とする。それゆえに、回転軸が玉軸受で支承されているようにすることができ
る。
【００３２】
　しかし選択的に、回転軸が空気軸受で支承されていることも可能である。このような空
気軸受の場合、回転軸は軸受箱の円筒形くぼみ内で受容されて、この円筒形くぼみの壁の
穴を通して圧縮空気を負荷されて、くぼみ壁と摩擦接触することなく自由に回転すること
ができる。このように支承された軸の位置安定性は、玉軸受で達成可能な位置安定性より
も一般に高い。
【００３３】
　　（発明を実施するための最良の形態）
　以下、図面を基に好ましい１実施例について本発明が説明される。
【００３４】
　図１、図２の全体図に認められるように、本発明による試料精密回転装置１０は、電動
式に伸縮可能な伸縮脚１４ａ、ｂ、ｃを有する電動式傾動装置１２を含む。伸縮脚の自由
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端は垂直な保持板１６に固着されており、これらの自由端に対して電動式、空気圧式また
は類似の仕方で変位可能な伸縮脚１４ａ、ｂ、ｃの伸縮要素がハウジング１８を担持して
いる。従って、このハウジング１８とこれに結合された部品は、伸縮脚１４ａ、ｂ、ｃの
少なくとも１つまたは複数を選択的に伸縮させることによって垂直保持板１６に対して傾
動させることができる。
【００３５】
　ハウジング１８内で固着されている電動機２０が回転軸２２を駆動し、この回転軸は垂
直保持板１６に設けられた穴に挿通されている。回転軸２２は玉軸受２４ａ、２４ｂで支
承されている。選択的に、玉軸受２４ａ、ｂに代えて空気軸受も使用することができる。
ハウジング１８に固着されたエンコーダ２１が電動機２０の回転位置を検出し、場合によ
っては電動機２０の目標回転位置と実際回転位置との間の偏差は補正することができる。
【００３６】
　回転軸２２の電動機２０から離れた方の末端で心出し要素２６が磁気保持されている。
心出し要素２６が強磁性体、例えば鉄、から作製され、永久磁石２８が回転軸２２の末端
に挿入されていることによって、この磁気保持は確保される。こうして心出し要素は安定
しており、なおかつ回転軸２２と心出し要素２６との間の接触平面で変位可能に保持され
ている。
【００３７】
　心出し要素２６の回転軸２２から離れた方の末端に固着された試料ホルダ３０が試料３
２を保持する。このため試料３２は例えば試料ホルダ３０に貼付けられている。心出し要
素２６への試料ホルダ３０の固着は、好ましくは、心出し要素２６に結合された図示しな
いポンプ装置によって発生される負圧によって行われる。試料または試料ホルダを保持す
るためのこの負圧方法は、回折実験用回折計においてそれ自体公知である。
【００３８】
　図１と図３に破線で示唆したＸ線またはシンクロトロン放射ビームＳ内で回転軸２２の
回転軸線の中心に試料３２を調節できるようにするため、案内ハウジング３４内で回転軸
２２の回転軸線に直交して位置決め可能なマイクロメータフィンガ３６が心出し要素２６
の上に配置されている。図示しない駆動装置、例えば電気駆動式線形変位ユニット、圧電
性結晶、または磁界内部の通電コイルによって、マイクロメータフィンガ３６は上から心
出し要素２６に向けて下方に移動させることができ、心出し要素２６に接触後、回転軸２
２の３６０°回転時にまだ未調節の試料が描く円軌道の半径に実質一致する距離だけ心出
し要素を下方に変位させることができる。マイクロメータフィンガ３６が心出し要素２６
に接近するとき２つの部品間の内法距離を検出できるようにするために、特に図５と図６
に認めることができるように、マイクロメータフィンガ３６の心出し要素側末端に容量セ
ンサ３８が配置されている。自明のことであるが、マイクロメータフィンガ３６は例えば
心出し要素２６の下に配置して、場合によっては心出し要素を上方に変位させることがで
きるようにすることもでき、またマイクロメータフィンガ３６は図６に示す正面図におい
て、電動機２０の回転軸線に直交して心出し要素２６に接近または離間させて位置決め可
能なあらゆる任意の角度位置を占めることさえできる。必要なら、このように配置された
マイクロメータフィンガ３６を複数設けておくことさえできる。
【００３９】
　図６の正面図に認められるように、マイクロメータフィンガ３６は心出し要素２６の実
質中心に位置決め可能である。それゆえに、マイクロメータフィンガ３６によって心出し
要素２６を図６で下方に変位させると、心出し要素２６は希望する直線的運動を実施する
ことになろう。しかし、心出し要素２６へのマイクロメータフィンガ３６の載置が厳密に
中心ではない場合、実行された変位は心出し要素２６の望ましくない回転を含むことがあ
り、意図された試料調節を達成しないことがある。この理由から、本発明による第２実施
形態では回転軸２２に実質直交して延びる円形案内ディスク４０が心出し要素２６と回転
軸２２の末端との間に設けられている。図７に認められるように、案内ディスク４０は回
転軸側ピン４０ａと心出し要素側ピン４０ｂとを有し、これらのピンはそれぞれ案内ディ
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スクの中心に配置されている。回転軸側ピン４０ａは回転軸２２の末端に形成された溝内
を延び、この溝は図７の図示平面を延び、破線で示唆されている。案内ディスク４０が回
転軸２２に対して図７で上方または下方にのみ変位しえることが、これによって確保され
ている。心出し要素側ピン４０ｂは心出し要素２６の案内ディスク側末端に形成された溝
内で受容されており、この溝は図７で図示平面に直交して延びている。心出し要素２６が
案内ディスク４０に対して図７で図示平面に直交してのみ変位しえることが、こうして確
保されている。この実施形態において、２つの溝の一方がマイクロメータフィンガ３６の
変位方向と平行に配向し、他方がこの変位方向に直交して配向することになる回転軸２２
の回転位置においてのみ心出し要素２６を変位させることにマイクロメータフィンガ３６
が使用される場合、変位時に心出し要素２６の前記望ましくない回転は防止することがで
きる。
【００４０】
　図１～図３に認めることができるように、本発明による試料精密回転装置の第１実施形
態ではビデオ顕微鏡４２の対物レンズ４２ａが穴を備えており、図３に破線で示唆したビ
ームＳがこの穴を通過する。この配置はビームＳと同軸で試料位置の観測を可能にする。
図３に示した配置においてビデオ顕微鏡４２はとりあえずビームＳの位置を検出するのに
役立つ。このため、電動式変位テーブル４４に固着されたシンチレータ４６は、試料３２
が電動式傾動装置１２によって試料位置から引き戻されたのちにこの試料位置に移動して
いる。例えばBi4Ge3O12、CdWO4またはその他のシンチレータ材料から作製しておくことの
できるシンチレータ４６はビームＳが衝突すると光を放出し、この光は図３に光円錐で概
略示唆したようにビデオ顕微鏡４２の対物レンズ４２ａによって検出される。これは、シ
ンチレータ４６にビームＳが入射する個所を、ビデオ顕微鏡４２に接続されたモニタ画面
、特にコンピュータモニタ画面の座標系に表示することを可能にする。
【００４１】
　このビーム位置検出時に必要ではないＸ線検出器を保護するために、シンチレータ４６
と一緒に２つのビームストップ４８もビームＳ内に動かすことができる。図３では、ビー
ム方向で最初のビームストップ４８のホルダにさらに、末端が開口したモリブデンビーム
小管５０が固着されており、特に空気回折されたＸ線またはシンクロトロン放射ビームか
ら対物レンズ４２ａを保護するためにビームＳはシンチレータ４６に到達する前にこのビ
ーム小管を通る。
【００４２】
　穴を備えた対物レンズ４２ａが使用される図３に示す実施形態において、自明のことで
あるがこの対物レンズ４２ａのビーム上流で、ビームに対して実質４５°に配向されてビ
ーム用穴を備えた鏡が配置されており、この鏡は対物レンズ４２ａによって捕捉された光
をビデオ顕微鏡４２の本来のカメラ部へと反射する。
【００４３】
　このようにして行われたビーム位置の検出後、シンチレータ４６はその電動式変位テー
ブル４４によって図３で下方に移動して外され、まだ未調節の試料３２は電動式傾動装置
１２によってシンチレータ４６がそれまで占めていた位置に移動される。図３に示すビデ
オ顕微鏡４２の配置では、回転軸２２の３６０°回転時、試料３２の描く円軌道の対物レ
ンズ４２ａ平面への投影がビデオ顕微鏡で観測される。すなわち試料３２の上下動が観測
される。試料３２のこの上下動の最高点と最低点との間の距離が円軌道の直径に一致する
。こうして、ビデオ顕微鏡４２で試料３２を観測すると、試料が回転軸２２の回転軸線に
対してずれている距離を測定することができる。次に回転軸２２は、観測された上下動の
最高点に試料３２が配置されることになる回転位置に回され、次に心出し要素２６はマイ
クロメータフィンガ３６によって所要区間だけ、すなわち円軌道の半径だけ、下方に変位
される。引き続き安全上の理由から回転軸２２の３６０°回転が再度行われ、その際に試
料の描く軌道が観測され、場合によって再度補正が行われる。経験によればこのような反
復調節ステップはごく迅速に収束し、調節済み試料は結局、回転軸２２の回転時位置が安
定している。
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【００４４】
　図８と図９は、本発明の他の実施形態におけるビデオ顕微鏡４２に関する他の位置決め
の可能性を概略示している。
【００４５】
　図８ではビデオ顕微鏡４２が前進方向で、シンチレータ４６に衝突するビームＳの直接
的延長上に配置されている。このような配置は、例えば、スペース上の理由から他に設置
位置を見つけることのできないビデオ顕微鏡４２を既存の回折計に追加装備しなければな
らない場合に選択することができる。図８に示す配置では、ビーム位置を検出し、試料３
２を心出しし、電動式傾動装置１２によって試料３２をビームＳ内に移動させたのち、試
料３２によって生成される回折信号を調べることができるようにするためにビデオ顕微鏡
４２は取り除かれねばならない。
【００４６】
　それに対して、図９に概略示す配置ではビデオ顕微鏡４２は測定中に設置して動作を維
持することもできる。つまりその場合ビデオ顕微鏡４２はビームＳに対して９０°で鏡５
２に向けられており、この鏡はビームＳに対して４５°に配向し、鏡５２に設けられた穴
にビームを通過させる。図９に示唆した光路が明らかとするように、この配置の場合にも
ビデオ顕微鏡４２はビームと同軸で試料位置に向けられている。
【００４７】
　図９ではシンチレータ４６が光導波路５４を介して、ビームＳの強度の定量検査を可能
とするホトダイオード５６等に接続されている。従って、測定装置のビーム上流側に配置
される構成要素、またはＸ線装置またはシンクロトロン自体が正常に機能しているか否か
は、すでにビーム位置検出時に点検することができる。
【００４８】
　以上述べた本発明による試料精密回転装置は、一般に、回転軸線の中心に試料を厳密に
位置決めすることを可能にする。回折計へのこの応用は、例示的に挙げたＸ線回折実験ま
たはシンクロトロン回折実験に限定されてはおらず、基本的に中性子回折実験およびその
他の回折実験用の回折計にも利用することができる。その場合自明のことであるが、本発
明による試料精密回転装置１０は他の線形変位装置および／または回転装置と組合わせる
ことができる。例えば、図１～図３に示す構造を既存の回折計に固着することが可能であ
る。さらに、本発明による試料精密回転装置１０の前記構成要素を同じ働きの構成要素に
取り替える可能性が数多くあることを回折実験用回折計分野の当業者は認識する。例えば
電動式傾動装置１２は従来の昇降テーブルと多数の従来のオイラーバランスとの組合せ、
すなわち線形変位装置と回転装置との組合せに取り替えることができる。同様に、心出し
要素２６を回転軸２２で磁気保持するのでなく、回転軸２２の末端から加えられる負圧に
よって心出し要素２６で試料ホルダ３０を保持するのと同様に保持することが可能である
。このような固着も、回転軸２２に対する心出し要素２６の変位をそれら両方の構成要素
間の接触平面内で可能にする。
【図面の簡単な説明】
【図１】　前景に試料とビームとを有する本発明による試料精密回転装置の第１実施形態
の斜視図である。
【図２】　前景に電動式傾動装置を備えた図１に示す第１実施形態の斜視図である。
【図３】　図１に示す斜視図の試料領域の部分拡大図である。
【図４】　本発明による試料精密回転装置の第１実施形態の略断面側面図である。
【図５】　図４のうち心出し要素とマイクロメータフィンガの領域の略拡大部分図である
。
【図６】　図５のＶＩ－ＶＩ線に沿った断面の正面図である。
【図７】　本発明の第２実施形態において心出し要素と回転軸の末端との間に設けられる
案内ディスクの略図である。
【図８】　本発明の第３実施形態のビデオ顕微鏡の位置決めを示す略図である。
【図９】　本発明の第４実施形態のビデオ顕微鏡の位置決めを示す略図である。
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